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1 被 告は,原 告に対 し, 1 ,

対する平成 17年 12月 29

支払え。

2 7 8 ,  5 2 1 円 及び うち 9 7 8 ,  0 4 7 円 に

日か ら支払済みまで年 6 %の 割合による金員 を

2  被 告は,原 告 に対 し,  2 0 0 ,  0 0 0 円 及び これに対する平成 1 8年 1月

2 7日 か ら支払済みまで年 5 %の 割合による金員を支払え。

3  原 告のその余の請求を実却する。

4  訴 訟費用はこれを 7分 し,そ の 1を 原告の負担 とし,そ の余は被告の負担

とする。
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5  こ の判決は,第 1項 及び第 2項 に限 り,仮 に執行することができる。

事  実  及  び  埋  由

第 1  請 求

1  被 告は,原 告 に対 し,  1 ,  2 7 8 ,  5 9 3円 及び うち 9 7 8 ,  0 5 8円 に

対する平成 1 7年 1 2月 2 9日 か ら支払済みまで年 6 %の 割合 による金員 を

支払え。

2  被 告は,原 告 に対 し,  4 0 0 ,  0 0 0円 及び これに対する平成 1 8年 1月

2 7日 か ら支払済みまで年 5 %の 割合 による金員を支払え。

第 2  事 案の概要

本件は,原 告が,① 貸金業者である被告に支払った借入金の利息ないし遅

延損害金の うち,利 息制限法に基づ く制限利率を超える部分 を元本 に充当す

ると,元 本額 を超えて過払い していることにな り,ま た,被 告はその ことに

ついて悪意であった と主張 して,過 払金の受益者である被告 に対 し,不 当利

得返還請求権 に基づき,過 払金 9 7 8 ,  0 5 8円 の返還 を求めるとともに,

これ に対する平成 1 7年 1 2月 2 8日 までの商事法定利率年 6 %の 割合によ

る利息 3 0 0 ,  5 3 5円 及び同月 2 9日 か ら支払済みまで同 じく年 6 %の 割

合 による利息の支払,② 原被告間の取引履歴についての被告の開示義務違反

による不法行為 に基づき,下 記損害賠償金及び これに対す る訴状送達の翌 日

である平成 1 8年 1月 2 7日 か ら支払済みまでの履行遅滞による民法所定の

年 5 %の 割合 による遅延損害金の支払を求める事案である。

記

適時に債務整理ができなかった ことによる精神的苦痛 に対する慰謝料

本件訴訟を提起するために要 した弁護士費用

3 0 0 , 0 0 0 円

1 0 0 , 0 0 o 円

前提 となる事実 (証拠 を掲げない事実は,争 いないか又は弁論の全趣旨に

よ り認められる。)
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( 1 ) 被 告 は,貸 金業の規制等 に関す る法律 (以下 「貸金業法」 という。) 3

条所定の登録 を受けて貸金業を営む貸金業者である。

( 2 )原 被告間で行われた金銭消費貸借取引は,  リボル ビング方式であ り,基

本契約 に基づき,限 度額内で何回も借入れ,返 済 を繰 り返す ものである。

そ して,原 被告間には,別 紙計算書記載の借入れ及び返済の金銭消費貸

借取引 (以下 「本件金銭消費貸借取引」 という。)が 存在す る。

( 3 )ア 原 告は,債 務整理 を日的として,平 成 1 7年 1 0月 2 1日 ころ,被 告

に対 し,同 月 3 1日 を期限 として原被告間の全取引履歴の開示 を求めた

( 1回 目 (甲 1 ) )と ころ,被 告宮 山駅前支店では,同 月 2 4日 ころ,

原告に対 し,貸 付残高額,利 息額,延 滞損害金額及び保留金額 を開示 し,

今後 は東京の被告会社法務集 中サー ビスセ ンター に直接,連 絡 ,交 渉等

してほ しい旨回答 した (甲1 5 )。

イ 原 告は,平 成 1 7年 1 0月 2 6日 ころ,被 告に対 し,同 月 3 1日 を期

限 として原被告間の全取 引履歴の開示 を求めた ( 2回 日 (「P 2 ) ) と こ

ろ,被 告は,同 年 1 1月 8日 ころ,原 告 に対 し,平 成 1 0年 1 0月 1日

か ら平成 1 7年 4月 5日 までの取引獲歴 を開示 し,取 引履歴全部の開示

を希望す るときは,さ らに連絡 をくれ るよ う,そ うすれば,十 営業 日ほ

どで送付できる旨等回答 した (甲3 )。

ウ 原 告は,平 成 1 7年 1 1月 8日 ころ,被 告に対 し,原 被告間の全取引

履歴の開示 を求めた ( 3回 日 (甲4 ) )と ころ,被 告 は,同 年 1 2月 5

日,原 告 に対 し,平 成 5年 1 0月 7日 か ら平成 1 7年 4月 5日 までの原

被告間の取引履歴 を開示 し,平 成 5年 9月 以前のデータは保有 してお ら

ず,一 部の顧客については,同 データの一部を外部倉庫で保管している

ことがまれにあるので,同 データの存否確認及び開示の要望があれば,

さらに連絡をくれるよう,そ うすれば,三 十営業日ほどで送付できる旨

等回答した (甲5 )。
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上記開示された取引履歴の冒頭の取引 日平成 5年 10月 7日 の欄には,

同 日の貸付けが 100, 000円 ,そ れ以前の貸付残高との合計額が 1

76, 818円 ,利 率 32 85～ 36 50と の記載がある。

工 原 告は,平 成 17年 12月 6日 ころ,被 告 に対 し,原 被告間の最初か

らの取引履歴の開示及び最初の借入時の申込 書等の書類の送付を求めた

(4回 目 (甲 6))と ころ,被 告は, こ れに応 じなかった (甲 7)。

オ 原 告は,平 成 17年 12月 12日 ころ,被 告に対 し,上 記工で求めた

の と同内容の請求 を した (5回 目 (甲 7))が ,被 告 は, こ れ に応 じな

かった。

力 原 告は,平 成 17年 12月 28日 ,本 件訴訟を提起 した。

争点及び当事者の主張の要旨

(1)み な し弁済の成否

(被告の主張)

被告は,顧 客 との金銭消費貸借取引において,店 頭取引,ATM取 引と

も,顧 客 に対 し,貸 金業法 17条 1項 及び 18条 1項 所定の各書面 を交付

し,ま た,被 告使用のATMの 融資プロセス画面及び返済プロセス画面は,

貸金業法 43条 1項 のみな し弁済 (以下 「みな し弁済Jと いう。)の 成立

に何 らの支障のないものである。

本件金銭消費貸借取引において も,上 記同様であ り,み な し弁済が成立

する。

(原告の主張)

争 う。

原被告間の リボル ビング方式の基本契約書では,「返済期間及び返済回

数」及び各回の 「返済額」の記載がな く,貸 金業法 1 7条 1項 所定の書面

の交付があったと認め られないか ら,同 法 4 3条 1項 の規定の適用要件を

欠いている。
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( 2 )悪 意の受益者か否か及び悪意のときの利息の利率

(原告の主張)

ア 被 告は,利 息制限法所定の利率を超える約定利率で,原 告 に貸付けを

行 い,利 息 を受領 していたのであるか ら,同 法所定の利客に従 って元本

充 当計算 をす ると,同 貸付けが返済 によって消滅 し,過 払いであること

を知っていた。

イ 被 告の過払金返還債務は,貸 金業者による貸付けと弁済の受領 という

商行為 に起 因 し,商 行為によ り生 じた債務に準ず るものであること,被

告が貸金業者 として原告か らの受領金 をその営業のために使用 していた

ことな どか ら,過 払金返還債務 についての利息の利率は商事法定利率年

6 %と すべきである。

(被告の主張)

ア 本 件金銭消費貸借取引につき,み な し弁済が成立 しないとして も,被

告は,利 息ない し遅延損害金の収受について,み な し弁済が成立 しない

ことを認識 していないので,悪 意の受益者にはあた らない。

イ 過 払いによる不当利得返還請求権は,法 律の規定 によって発生する民

事上の債権であ り,商 行為たる行為 によって生 じた債権又は これ に準ず

るものでない。

また,不 当利得返還請求権 は,利 得者が法律上の原因な くして保有 し

ている利得 を,損 失者 に対 し,損 失者の受けた損失の限度で返還するこ

とを内容 とす るものであ り,同 様 に不当利得返還請求権 に対する利息請

求権 も,損 失者の受けた損失の限度の損害を回復 させるためのものであ

るか ら,商 人でない損失者の原告が,本 件利得 を運用することによって

取得することができた利益は民法所定の年 5 %の 割合によるべきである。

( 3 )原 告の被告か らの新たな借入れ時 に,原 告の既発生過払金債権 を同借入

金債務に充当することの 可否
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(被告の主張)

原告が利息制限法所定の利率を超える利息ない し遅延損害金 を支払つた

ことによって生 じた過払金は,民 法 4 9 1条 の規定によ り,当 然,当 該過

払金債権が発生 した当時残存する借入金債務に弁済充当されるが,同 過払

金債権が発生 した後の原告 の被告か らの借入金債務には弁済充当され るこ

とはな く,同 過払金債権はそのまま残存する。

( 4 )平 成 5年 1 0月 6日 以前の原被告間の取引経過 についての主張立証責任

の所在

(原告の主張)

ある時点における貸金残元本の存在 を主張す る者は,具 体的な取引経過

を主張する中で,同 残元木額 を立証する責任があるか ら,被 告は,  1 0 0 ,

0 0 0円 を貸 し付けた平成 5年 1 0月 7日 当時,原 告 に対する 7 6 ,  8 1

8円 の貸付残元金があった と主張するな ら,被 告にその立証責任がある。

(被告の主張)

過払金返還請求訴訟において,過 払金額 を基礎づける取引経過 について

の主張立証責任 は原告 にあるか ら,平 成 5年 1 0月 6日 以前の取引経過 に

ついての主張立証責任は原告にある。

( 5 )平 成 7年 1 2月 2 8日 以前に発生 した不当利得返還請求権 についての消

滅時効の成否

(被告の主張)

被告は,原 告に対 し,平 成 7年 1 2月 2 8日 以前に発生 した原告の被告

に対す る過払金返還請求権 について,平 成 1 8年 3月 2 4日 の本件弁論準

備手続期 日において,消 滅時効 を援用するとの意思表示をした。

(原告の主張)

原被告間の基本契約 に基づき発生 した過払金は,そ の後の借入金債務 に

順次充 当され るので,過 払金返還請求権 の消滅時効 は,取 引終 了日か ら進
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行する。 したがって,消 滅時効は未だ完成 しない。

また,本 件金銭消費貸借取引において,過 払金が発生 したのは,平 成 9

年 10月 1日 であ り,同 目を基準 として も,原 告の被告に対す る過払金債

権の消滅時効 は完成 していない。

(6)平 成 5年 9月 以前の原被告間の取引腹歴の保存の有無

(被告の主張)

ア 被 告 は,平 成 14年 春 ころ,保 存データの流出の危険を回避 し,管 理

コス トの削減 を図るため,取 引履歴の保管期間に関する運用規則の策定

に取 りかか り,貸 金業法や商法等関係法令 を十分検 討 し,近 畿財務局に

も相談 し貸金業法上の問題の指摘 もなか った ことか ら,同 保管期間を 1

0年 定め,平 成 15年 1月 か ら, 10年 を経過 した取引履歴 は消去する

運用を開始 した。

イ 被 告が,長 期間の保存が可能なカセ ッ トテープ等の形で保管 している

取引履歴に関する情報は,① 顧年が被告とオンラインで取引を行った際

のログ情報のうち,入 出金の取引データなどの更新系のデータであるユ

ーザー ・ロギィング ・ファイル (以下 「UL  F Jと いう。),② 当月 10

日,  2 0日 及び木日時点での顧客の残高状態を示すもの (以下 「残高マ

スター」という。)及 び③ l年単位で管理される顧客の取引履歴情報 (以

下 「履歴マスター」という。)の 3種類が存在する。

ウ U L Fと 残高マスターは,それぞれ 2本 のカセットテープが作成され,

そのうち 1本 は,毎 月末に,管 理委託先の倉庫業者株式会社ワンビシア

ーカイブズ (以下 「ワンピシアーカイブズJと いう。)に 引き渡されて

保管され, 1本 は被告会社のデータセンター (以下 「LIセ ンター」と

いう。)に 保管されていた。ほ歴マスターのカセットテープは, 1本 の

み作成され,L Iセ ンターに保管されていた。

工 被 告は,平 成 15年 1月 1 4日 ,ワ ンビシアーカイブズとの間で,デ
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―タデ リー ト処埋業務委託契約 を締結 し,同 契約 に基づき,ヮ ンビシア

ーカイブズは,平 成 1 5年 1月 か ら同年 9月 までに被告か ら廃棄依頼が

あつたワンビシアーカイブズ保管分の平成 5年 9月 以前のU L F及 び残

高マスターのカセ ッ トテープにつき,物 理的に粉砕す る方法ですべて消

去 した。

オ 被 告は, L Iセ ンターで保管 していた平成 5年 9月 以前のU L F ,残

高マスター及び履歴マスターのカセ ッ トテープにつき,イ レイザー とい

う機械 によ り磁気情報 を消去 した上で,物 理的に粉砕するか又は上書き

することによ り消去作業 を行 った。

力 U L Fと 残高マスターについては,カ セ ッ トテープの他に, L Iセ ン

ター内に保管 されているV S Mと いう大容量のハー ドディスクにも,一

旦保存 され るが,そ れは常 に 1 3か 月を経過す ると順次 自動的に消去 さ

れるようにプログラムされている。

履歴マスター について も,カ セ ッ トテープの他 ,上 記V S Mに も保存

されていたが,カ セ ッ トテープを処理 したのと同時に,上 書きの方法に

よ りすべてのデータを消去 した。

キ と ころが,被 告は,平 成 1 5年 1 0月 ,金 融庁担当官か ら,貸 金業施

行規則 1 7条 に定める 「最終の返済期 日 (または債権 の消滅 した 日)」

に関する見解 に接 し,  これ を尊重 し,同 月,消 去作業を一旦停止 し,同

月以降の取引履歴を保存することに変更 した。

(原告の主張)

被告が,平 成 5年 9月 以前の取引履歴 を消去 した との主張は信用できな

V 。ヽ

被告は,多 数の顧客か ら過払金返還請求訴訟を提起 され,同 訴訟におい

て,貸 付け及び返済の具体的経過及び額が争点 となってお り,  1 0年 以上

前の取引履歴 を保存 してお く必要性があるにもかかわ らず,わ ざわ ざ,手

０
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間や経費をかけて,  1 0年 を経過するごとに,同 取引履歴 を消去等するこ

との必要性や合理性 は認め られな い。 また,被 告は,他 の事件で,  自動消

去方法 を主張 をするな ど,木 件における主張 と矛盾する主張 をしている。

さらに,多 くの裁判所では,被 告が平成 5年 9月 以前の取引履歴 を所持 し

ていないとの主張を認めていない。

( 7 )開 示義務連反の有無

(原告の主張)

ア 貸 金業者である被告には,債 務者である原告代理人弁護士か ら取引履

歴の開示 を求め られた場合,貸 金業法の適用 を受ける金銭消費貸借契約

の付随的義務 として,信 義則 上,業 務帳簿等 に基づいて,直 ちに,取 引

履歴を開示する義務がある。

そ して,貸 金業者の取引履歴開示義務は,開 示までの期間や開示態様

によって,そ の存否が決せ られ ものではない。

ところが,被 告は,開 示請求後 1週 間 もあれば,容 易 に,コ ンピュー

タで管理 している取引履歴 を開示することができるにもかかわ らず,速

やかに開示 しなか った。 このよ うな被告の態度 に正当理由はな く,開 示

拒否 と評価すべきである。

イ 被 告は平成 5年 9月 以前の取引履歴 を開示 していない。

l l Rに被告が平成 5年 9月 以前の取引履歴 についての保存データを消去

した として も,貸 金業者である被告の負担する開示義務は,貸 金業法の

適用 を受 ける金銭消費貸借契約の付随的義務 として,信 義則上認め られ

るのであるか ら,同 開示義務はな くなるものでない。そ して,取 引履歴

の開示義務を負 った被告が開示できないことによる不利益は,い かなる

理由があって も被告 自身が負担する。

(被告の主張)

被告は,本 件訴訟提起前か ら,順 次,原 被告間の取引履歴 を開示 し,取
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引履歴の開示請求 を受 けた 日か ら 1か 月余 り後 には,保 存 していた平成 5

年 1 0月 以降の取引履歴すべてを開示 し,開 示義務を獲行 した。

( 8 )損 害及び因共関係の有無

(被告の主張)

ア 精 神的損害について

岡  原 告の受けたという精神的損害は金銭的評価 に値 しない。

l f )仮 に,原 告の受けた という精神的損害が金銭的評価 に値す るものであ

って も,被 告の取引履歴の開示が遅れた こととの因果関係がな く,原 告

の債務整理が遅れた ことの原因は,原 告が,原 被告間の金銭消費貸借取

引について,被 告か ら受け取った契約書,領 収書等の契約資料 を自ら廃

実 した ことにある。

(功 原 告が被 った という精神的苦痛の内容 は,原 告本人による陳述 を待た

なければ明 らかになるものでな く,客 観的事実のみの主張立証によって

は,原 告の精神的苦痛の有無や金銭的評価等の事実認定 をす ることはで

きない。

イ 木 訴提起の弁護士費用 について

被告は,原 告の本件訴訟提起前に,開 木可能な全取引履歴を速やかに開

示 しているので,本 件訴訟の提起は必ず しも必要であった といえず,本 訴

提起の弁護士費用 については,被 告の行為 との間に囚果関係がな く,そ も

そ も,被 告による不法行為がない。

(原告の主張)

ア 取 引履歴不開示 による慰謝料及び本訴提起弁護士費用は,個 別事情を捨

象 して定型的に判断できる事柄であ り,原 告本人尋問の必要はない。

イ 被 告は,取 引不開示 による慰謝料請求権 を否定 し,平 成 5年 9月 以前の

取引履歴 を開示 しない被告の態度よ りす ると,被 告 に対する本訴請求の必

要性は当然ある。
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第 3 争 点に対する判断

1 上 記争点(1) (みな し弁済の成否)に ついて

被告は,本 件金銭消費貸借取引における個 々の貸付け,返 済 について,貸

金業法 17条 1項 及び 18条 1項 所定の各書面の内容等の具体的事実 を主張

立証 していないか ら,み な し弁済の成立を認めることはできない。

2 上 記争点(2) (悪意の受益者か否か及び悪意のときの利息の利率)に ついて

(1)悪 意の受益者か否か

ア 金 銭消費貸借契約の貸主は,借 主か らの返済金が元金額 を超え過払い

であることを知っているときは,悪 意の受益者 となる。

そ して,貸 金業者である貸主が,利 息制限法所定の利率を超える利率

で,借 主に貸 し付けかつ利息ない し遅延損害金 を受領 していたときは,

同利率を超えて受領 した利息ない し遅延損害金 を順次元金 に充当 してい

けば,同 貸主 としては,当 然,過 払金が発生するとの認識があるのが通

常であるか ら,同 貸主において,み な し弁済が成立すると信 じた ことに

合理的な理 由があると認めるに足 りる特段の事情がない限 り,過 払金が

発生する時点で過払いであるとの認識があった悪意の受益者 と推認する

のが相当である。

イ 本 件金銭消費貸借取引において,貸 金業を営む被告は,利 息制限法所

定の利率 を超 える利率で,原 告に貸 し付けかつ利息ない し損害金 を受領

していた ことに争いがない。

そ して,被 告 は,上 記第 2, 2 , ( 1 )の とお り,み な し弁済が成立する

と主張 し,加 えて,み な し弁済が成立 しないことを認識 していなかった

と主張するにすぎず,そ れ らをもっては,本 件金銭消費貸借取引におい

て,上 記特段の事情を認めるに足 りないか ら,貸 金業者である被告は,

当該過払金発生 日か ら過払いであるとの認識があった悪意の受益者 と認

め られ,発 生 した過払金に対する利息の支払義務がある。

1 1  -



( 2 )悪 意のときの利息の利率

ア 上 記利息の利率は,法 定利率年 5%を 原則 とす る。 しか し,利 得の変

動が相対的,実 質的に不公平な ものであるとき,当 事者間の均衡 を図る

ことが不法利得制度の趣 旨であるか ら,利 息の利率について も,運 用利

益 を利得者の下 に残 さないことによって,初 めて当事者間の均衡が図 ら

れると解 され,利 得者 において,利 得 を営業に利用 したような場合には,

商事利率 6%と するのが相当である。

イ 本 件の場合,利 得者である被告が商人であ り,か つ,貸 金業者 として

そ の利得物 (金銭)を 営業のために利用 し収益 をあげていることは明 ら

かであるか ら,上 記利息の利率は,商 事利率年 6%と するのが相 当であ

る。

3 上 記争点(3) (原告の被告か らの新たな借入れ時に,原 告の既発生過払金債

権 を同借入金債務に充当することの可否)に ついて

証拠 (甲 5,乙 1)及 び弁論の全趣旨によれば,本 件金銭消費貸借取引は,

借入れ及び返済が繰 り返 された 一連の取引と認め られ るところ,同 取引にお

いては,以 前の借入れに対 し利息制限法所定の利率を超 える利息ないし遅延

損害金 を支払った ことによって発生 した過払金は,特 段の事情のない限 り,

民法 489条 , 4 9 1条 の規定 に従 って,そ の時点に存在す る借入金債務に

充 当され,ま た,そ の後 に発生 した借入金債務の うち当該過払金分に相当す

る元木分 について,貸 主が借=か ら利息 を取得できるというのは公平 に反す

るか ら,同 債務にも順次充 当 して計算すべきである。そ して,そ の際,過 払

金に利息が加算 され るときは,同 様 に当事者間の公平の観点か ら,同 利息 を

も含めて,上 記借入金債務へ充当計算する方法が相当と認め られる。

4 上 記争点(4) (平成 5年 10月 6日 以前の原被告間の取引経過 についての主

張 立証責任の所在)に ついて

不当利得 に基づ く利得金返還請求 において,原 告の損失,被 告の利得,両
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者間の因果関係 ,被 告の利得が法律上の原因がないことについての主張立証

責任は原告にある。

本件で,被 告 との間の平成 5年 1 0月 7日 以降の金銭消費貸借取引におい

て生 じた過払金の返還 を求める原告 としては,同 日以降の取引経過 につき主

張立証 しなければな らず,か つ,そ れで足 りる。

したが つて,原 告 には,平 成 5年 1 0月 6日 以前の原被告間の金銭消費貸

借取引についての主張立証責任はな く,も し,被 告が原告 との間で,同 取引

に基づ く残元金等の債権が存在す るとして,原 告請求の過払金額 について争

うな らば,被 告において,同 債権の存在 につき主張立証 しなければな らない。

ところが,本 件では,被 告は,原 告 に対する上記 7 6 ,  8 1 8円 の債権 の

存在 について主張 しない し,仮 に同主張があったとして も,利 息制限法所定

の利率を超える利率で貸付 けを行 っていた ことが推認 される原被告間の平成

5年 1 0月 6日 以前の金銭消費貸借取引において,被 告が,原 告 に対 し,  1

0 0 , 0 0 0円 を貸 し付けた同月 7日 当時,開 示された取引履歴 (甲5 )に ,

元金残高 7 6 ,  8 1 8円 の記載があった として も,同 金銭消費貸借取引の具

体的内容が明 らかでないか ら,被 告の原告に対する同額の債権 の存在 を認め

るに足 りない。

5  上 記争点( 5 ) (平成 7年 1 2月 2 8日 以前に発生 した不当利得返還請求権 に

ついての消滅時効の成否)に ついて

別紙計算書によると,本 件金銭消費貸借取引において,原 告の被告 に対す

る過払金返還請求権が発生 したのは,原 告主張のとお り,平 成 9年 1 0月 1

日と認め られる。

したが つて,過 払金請求債権の消滅時効起算 日がいつであるかについて判

断をするまでもな く,本 件では,平 成 7年 1 2月 2 8日 以前に,原 告の被告

に対する過払金返還請求権が発生 していないか ら,同 請求権 についての消滅

時効 を援用する意思表示 した との被告の主張は失当である。
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以上 によれば, 原 告の被告 に対す る過払金額及び利息額は, 別 紙計算書の

とお りとなる ( 過払金 9 7 8 ,  0 4 7 円 , 平 成 1 7 年 1 2 月 2 8 日 現在の利

息 3 0 0 , 4 7 4 円 )。

6  上 記争点( 6 ) (平成 5年 9月 以前の原被告間の取引履歴の保存の有無)に つ

いて

( 1 )貸 金業者 には,貸 金業法 1 9条 及び同法施行規則 1 6条 ,  1 7 条 等によ

り,債 務者である顧客 との取引履歴 を記載 した業務帳簿の備付け及び 3年

間の保存義務が課せ られているか ら,同 保存期間が経過 した として も,一

旦存在 した同帳簿については,減 失,廃 棄等 した具体的事実 についての主

張立証がなされない限 り,保 存期間経過後 も,保 存が継続 されていると推

認するのが相当である。

( 2 )証 拠 (乙 1 9 ,  2 0 ,  2 1 の 1～ 1 0 ,  2 2 の 1～ 9 ,  2 3 ～ 2 5 )及

び弁論の全趣旨によれば,被 告が作成,保 存す るU L F ,残 高マスター及

び履歴マスターの各カセ ッ トテープは,顧 客 との取引履歴 を記録された上

「n L業務帳簿 に該当す ること,被 告は,平 成 5年 9月 以前の取引履歴 を記録

したU L F ,残 高マスター及び履歴マスターの各カセ ッ トテープをL Iセ

ンター及びワンピシアーカイブズにおいて保管 していた こと (ただ し,ヮ

ンビシアーカイブズでの保管 はU L F ,残 高マスターの各カセ ッ トテープ

のみである。) ,ワ ンビシアーカィブズにおいて保管 していた同取 引履歴 を

記録 した各カセ ッ トテープが廃棄処分された ことを認めることができる。

しか し, L Iセ ンターおいて,平 成 5年 1 0月 以降のU L F ,残 高マスタ

ー及び履歴マスターの各カセ ッ トテープを保管 していることは認め られ る

ものの,同 セ ンターで保管 されていた同年 9月 以前のU L F ,残 高マスタ

ー及び履歴マスターの各カセ ッ トテープが消去 された ことを認めるに足 り

る証拠がない。

したがって, L Iセ ンターで保管 していた平成 5年 9月 以前のU L F ,
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残高マスター及び履歴マスターの各カセ ッ トテープについては,未 だ保管

が継続 されていると認めるのが相当である。

7  上 記争点( 7 ) (開示義務連反の有無)に ついて

( 1 )貸 金業者は,債 務者か ら取引履歴の開示を求め られた場合には,そ の開

示要求が濫用 にわたると認め られ るな ど特段の事情のない限 り,貸 金業法

の適用 を受ける金銭消費貸借契約の付随義務 として,信 義則上,保 存 して

いる業務帳簿 (保存期間 を経過 して いるものを含む。)に 基づいて取引腹

歴を開示すべき義務を負うものと解すべきである。そして,貸金業者がこ

の義務 に違反 して取引履歴 を開示 しないときは,そ の行為は,違 法性 を有

し,不 法行為 を構成するというべきである (最高裁平成 1 7年 7月 1 9日

第二小法延判決)。

そ して,債 務者か らの開示要求 に対 し,貸 金業者が これ を 1度 で も拒絶

すれば,違 法性が発生すると解するのが相当である。

( 3 )前 記前提 となる事実及び上記 6で 認定 した事実によれば,債 務整理 を目

的 とし,当 初か ら一貫 して,全 取引履歴の速やかな開示 を求めていた原告

に対 し,一 度 に金取 , 1履歴 を開示す ることな く,何 度 も開示要求させて,

都度部分的な開示をするという被告の対応は,開 示なき部分について,開

示拒絶 をしたに等 しいもの と認めるのが相当である。 また,被 告は,平 成

5年 9月 以前の取引履歴 について,ま った く,開 示 してお らず,被 告は,

開示要求を拒絶 したものと認めるのが相当である。

そ して,本 件では,原 告の開示要求 に濫用にわたると認め られるな ど特

段の事情が認め られない。

よって,被 告による上記行為は違法である。

8  上 記争点( 8 ) (損害及び因果関係の有無)に ついて

( 1 )慰 謝料

前記前提 となる事実及び上記 6で 認定 した事実 によれば,被 告は,原 告
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か らの開示要求 に対 し,平 成 5年 1 0月 以降の取引履歴 については,  1 0

日余 りの 日数で,同 年 9月 以前の取 引履歴 については,  3 0日 余 りの 日数

で開示できた こと,原 告は,被 告 に対 し,原 告の平成 1 7年 1 0月 2 1日

ころか ら同年 1 2月 1 2日 ころまでの約 5 2日 間に 5回 もの全取引履歴の

開示要求 をしたが,被 告は,原 告か ら,  3度 目の開示要求があった後 ,  1

回 日の同要求 日か ら4 0日 余 り後 に,よ うや く,平 成 5年 1 0月 までの取

引履歴 を開示 し,そ の後 さらに 2回 の開示要求 を受けたにもかかわ らず,

同年 9月 以前の取引履歴の開示 に応 じていないことが認め られ る。その結

果,原 告が,平 成 1 7年 1 2月 2 8日 ,本 訴提起 に至 ってお り,原 告にお

いて,遅 くとも平成 1 7年 1 0月 2 1日 ころには債務整埋に着手 している

にもかかわ らず,適 時に債務整理 を完遂できず,長 期間不安定な状態 に置

かれ,相 当な精神的苦病 を受 けた ものと認め られ る。それに対する慰謝料

としては,  1 5 0 ,  0 0 0円 と認めるのが相当である。

なお,原 被告間の金銭消費貸借取引において,仮 に,原 告が,被 告か ら

受け取った契約書,領 収書等の契約資料を自ら廃棄 した として も,上 記の

とお り,被 告 には,原 告の債務整埋が遅れた ことの原因を認めることがで

きる。

( 2 )弁 護士費用

一般私人が法律の専門家である弁護士 に訴訟の遂行 を依頼す ることは通

常のことであ り,そ の際に費用 を要することも当然であるか ら,被 告の不

法行為 と相当因果関係 のある弁護士費用相 当の損害 としては,  5 0 ,  0 0

0円 と認めるのが相当である。

9  以 上のとお り,原 告の本訴請求は主文掲記の限度で理由がある。

なお,仮 執行免脱の宣言については,相 当でないか らこれ を付さないこと

とする。

富 山 筒 易 裁 判 所
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裁判官 山 口 孝 哉
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(別 紙 )
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(注意)

1  「 支払 (借)額 J欄 の正の数字は返済額を,負 の数字は借入額を示す (ただ し,同 桐 「1 9 9 6  1  l J

の 「‐1」は,直 前返済 日か ら3日 間で計算をするところ, 2日 と 1日 で,同 欄 「2 0 0 1  1  l Jの「l J

は,直 前返済 日から 3日 間で計算をするところ) 2日 と 1日で,そ れぞれ分けて計算 した こと

で生じた誤差額を調整した ものである)。

2  1円 未満は切捨て処理とする。
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こ れ は 正 本 で あ る 。

平成 /′年 ど月 す日

富山簡易裁判所


